
様々な差別の解消に向けた法整備から
～個別的な視点からアプローチする実践につなぐために～

平成２８年、国はいわゆる「人権三法」と言われる「障害を理由とする差別の解消の推進に関す
る法律」、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」、「部
落差別の解消の推進に関する法律」を施行し、個別の人権問題の解決に向けた法律の整備を行いま
した。これを受けて、奈良県においても、平成２８年には「奈良県障害のある人もない人もともに
暮らしやすい社会づくり条例」を、平成３１年には「奈良県部落差別の解消の推進に関する条例」
を施行しています。これらの法律・条例においては、社会には依然として部落差別、外国人や障害
者に対する差別や人権侵害が存在すること及びそうした差別が許されないものであることが明らか
にされるとともに、その解消に向けた国及び地方公共団体の責務等が明記されています。
県教育委員会では、これまでも、「人権教育の推進についての基本方針」（平成２０(2008)年）に

則り、「人権教育推進プラン」（平成１３(2001)年）に沿って、様々な差別問題、人権侵害を克服し、
人権が尊重される社会や地域を築く人間の育成を目指して取組を進めてきました。それぞれの学校
や地域においても、児童生徒の発達段階や地域等の実情に応じて、普遍的な視点からのアプローチ
と個別的な視点からのアプローチが相まった双方向からの取組が進められてきました。
しかしながら、差別事象や人権侵害は未だ後を絶ちません。また、性的マイノリティの人権問題

やインターネットを悪用した人権侵害など、状況の変化も生じています。一連の法整備は、こうし
た現存する差別に対する認知とともに、差別や人権侵害を許されない社会悪とする認識が、現代社
会において一定の高まりをもってきたものと捉えることができます。
ここで大切なことは、法の整備が直ちに差別の解消を約束するものではないということです。法

律等を活かし、差別の解消を実現するには、私たち一人一人の不断の努力が必要です。
奈良県教育委員会においては、平成３０年度、これまでの同和教育・人権教育の取組の成果を継

承しつつ、新たな課題に主体的に対応できる資質や能力を身に付けた人材の育成が図られるよう「人
権教育推進プラン」を改定しました。今後も先の法律・条例等に基づき、個別的な視点からアプロ
ーチする実践をさらに推進していきます。それぞれの学校や地域においても、これらの法律や条例
の趣旨を踏まえ、個別の人権問題の解決を目指す取組を進めましょう。まず、一人一人がそれぞれ
の条文をよく読み、差別解消に向かう道筋について、身近な人と話し合ってみましょう。

人権教育の推進についての基本方針（抄）
平成２０年２月１５日
奈 良 県 教 育 委 員 会

人権教育は、自他の人権の実現と擁護のために必要な資質や能力を育成し、発展させることを目指す

総合的な教育活動です。

私たち人間は、生まれながらにして自由かつ平等であり、だれからも奪われることのない様々な権利

を等しくもっています。これらの権利は、人類の長い歴史にわたる努力の成果として確立されてきまし

た。日本国憲法においても、侵すことのできない永久の権利として基本的人権が保障され、国民は不断

の努力によってこれを保持し、公共の福祉のために利用する責任を負っていることが明記されています。

すべての人が幸福を追求できる社会の実現に向けた取組が求められているのです。

しかし、自他の尊厳が自覚されず、差別的な観念にとらわれたり、権利を侵害したりしている現実が

あります。人権が尊重される社会を築いていく上で、教育は大きな役割を担っています。倫理観や道徳

性を培うとともに、人権についての知識を学びこれを主体的に活用することができる技能を伝え、人権

を尊重する態度をはぐくむことが一層必要となっています。国際社会では、他者の尊厳を尊重する手段

や方法を学び、人権の共存を図る努力が求められており、日本においても、人権教育の推進が国、地方

公共団体の責務となっています。

県教育委員会はこれまでの成果の上に立って、人権が尊重される社会や地域を築く人間の育成を目指

し、以下の事項に留意しながら、すべての教育活動を通じて人権教育を推進します。



障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律 (抄)

第一章 総則
（目的）
第一条 この法律は、障害者基本法（昭和四十五年法律第八十四号）の基本的な理念にのっとり、
全ての障害者が、障害者でない者と等しく、基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重ん
ぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有することを踏まえ、障害を理由とす
る差別の解消の推進に関する基本的な事項、行政機関等及び事業者における障害を理由とする
差別を解消するための措置等を定めることにより、障害を理由とする差別の解消を推進し、も
って全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し
合いながら共生する社会の実現に資することを目的とする。

（国民の責務）
第四条 国民は、第一条に規定する社会を実現する上で障害を理由とする差別の解消が重要であ
ることに鑑み、障害を理由とする差別の解消の推進に寄与するよう努めなければならない。

第三章 行政機関等及び事業者における障害を理由とする差別を解消するための措置
（行政機関等における障害を理由とする差別の禁止）
第七条 行政機関等は、その事務又は事業を行うに当たり、障害を理由として障害者でない者と
不当な差別的取扱いをすることにより、障害者の権利利益を侵害してはならない。

２ 行政機関等は、その事務又は事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁の除去を必要
としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、
障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に
応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をしなければならない。

第四章 障害を理由とする差別を解消するための支援措置
（啓発活動）
第十五条 国及び地方公共団体は、障害を理由とする差別の解消について国民の関心と理解を深
めるとともに、特に、障害を理由とする差別の解消を妨げている諸要因の解消を図るため、必
要な啓発活動を行うものとする。

平成28(2016)年4月1日施行

（障害者差別解消法)

奈良県障害のある人もない人もともに暮らしやすい社会づくり条例 (概要)

この条例では、全ての県民が、障害の有無にかかわらず、相互に人格と個性を尊重し合いなが
ら、安心して幸せに暮らすことができる社会の実現を目的として、「障害を理由とする差別」を禁
止しています。「障害を理由とする差別」には、以下の２つがあります。

不利益な取扱い

障害を理由として、合理的な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件

を付けたりするような行為をいいます。

合理的な配慮の不提供

障害のある人から、障害のある人にとって障壁となっているものの除去を必要としている

旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないのに、障壁を取り

除くことについて必要かつ合理的な配慮をしない行為をいいます。

平成28(2016)年4月1日施行



本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた
取組の推進に関する法律 (抄)

我が国においては、近年、本邦の域外にある国又は地域の出身であることを理由として、適法に
居住するその出身者又はその子孫を、我が国の地域社会から排除することを煽動する不当な差別的
言動が行われ、その出身者又はその子孫が多大な苦痛を強いられるとともに、当該地域社会に深刻
な亀裂を生じさせている。
もとより、このような不当な差別的言動はあってはならず、こうした事態をこのまま看過するこ

とは、国際社会において我が国の占める地位に照らしても、ふさわしいものではない。
ここに、このような不当な差別的言動は許されないことを宣言するとともに、更なる人権教育と

人権啓発などを通じて、国民に周知を図り、その理解と協力を得つつ、不当な差別的言動の解消に
向けた取組を推進すべく、この法律を制定する。

第一章 総則
（目的）
第一条 この法律は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消が喫緊の課題であることに鑑
み、その解消に向けた取組について、基本理念を定め、及び国等の責務を明らかにするとともに、
基本的施策を定め、これを推進することを目的とする。

（定義）
第二条 この法律において「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」とは、専ら本邦の域外にあ
る国若しくは地域の出身である者又はその子孫であって適法に居住するもの（以下この条におい
て「本邦外出身者」という。）に対する差別的意識を助長し又は誘発する目的で公然とその生命、
身体、自由、名誉若しくは財産に危害を加える旨を告知し又は本邦外出身者を著しく侮蔑するな
ど、本邦の域外にある国又は地域の出身であることを理由として、本邦外出身者を地域社会から
排除することを煽動する不当な差別的言動をいう。

（基本理念）
第三条 国民は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消の必要性に対する理解を深めると
ともに、本邦外出身者に対する不当な差別的言動のない社会の実現に寄与するよう努めなければ
ならない。

平成28(2016)年6月3日施行

（ヘイトスピーチ対策法）

部落差別の解消の推進に関する法律

（目的）
第一条 この法律は、現在もなお部落差別が存在するとともに、情報化の進展に伴って部落差別
に関する状況の変化が生じていることを踏まえ、全ての国民に基本的人権の享有を保障する日
本国憲法の理念にのっとり、部落差別は許されないものであるとの認識の下にこれを解消する
ことが重要な課題であることに鑑み、部落差別の解消に関し、基本理念を定め、並びに国及び
地方公共団体の責務を明らかにするとともに、相談体制の充実等について定めることにより、
部落差別の解消を推進し、もって部落差別のない社会を実現することを目的とする。

（基本理念）
第二条 部落差別の解消に関する施策は、全ての国民が等しく基本的人権を享有するかけがえの
ない個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、部落差別を解消する必要性に対す
る国民一人一人の理解を深めるよう努めることにより、部落差別のない社会を実現することを
旨として、行われなければならない。

（国及び地方公共団体の責務）
第三条 国は、前条の基本理念にのっとり、部落差別の解消に関する施策を講ずるとともに、地
方公共団体が講ずる部落差別の解消に関する施策を推進するために必要な情報の提供、指導及
び助言を行う責務を有する。

２ 地方公共団体は、前条の基本理念にのっとり、部落差別の解消に関し、国との適切な役割分
担を踏まえて、国及び他の地方公共団体との連携を図りつつ、その地域の実情に応じた施策を
講ずるよう努めるものとする。

（相談体制の充実）
第四条 国は、部落差別に関する相談に的確に応ずるための体制の充実を図るものとする。
２ 地方公共団体は、国との適切な役割分担を踏まえて、その地域の実情に応じ、部落差別に関
する相談に的確に応ずるための体制の充実を図るよう努めるものとする。

（教育及び啓発）
第五条 国は、部落差別を解消するため、必要な教育及び啓発を行うものとする。
２ 地方公共団体は、国との適切な役割分担を踏まえて、その地域の実情に応じ、部落差別を解
消するため、必要な教育及び啓発を行うよう努めるものとする。

（部落差別の実態に係る調査）
第六条 国は、部落差別の解消に関する施策の実施に資するため、地方公共団体の協力を得て、
部落差別の実態に係る調査を行うものとする。

平成28(2016)年12月16日施行

（部落差別解消推進法）



★ まず、それぞれの法律・条例を比べながらじっくりと読んでみましょう。その中で気付いたことや感じ

たことについて、下記のポイントを参考に、身近な人とともに話し合ってみましょう。

考え、話し合う際のポイント

▷ それぞれの法律・条例が目指すものは何か。

▷ それぞれの法律・条例が制定された背景には何があるのか。

▷ それぞれの問題の解決のために、これまでどのような取組がなされてきたか。

▷ それぞれの法律・条例に共通していることは何か。

▷ それぞれの法律・条例が求めていることは何か。

▷ 法律・条例の求めに対し、自分は具体的にどのようなことができるのか。

（目的）
第一条 この条例は、現在もなお部落差別が存在するとともに、情報化の進展に伴って部落差別に
関する状況の変化が生じていることを踏まえ、全ての国民に基本的人権の享有を保障する日本国
憲法及び部落差別の解消の推進に関する法律（平成二十八年法律第百九号）の理念にのっとり、
部落差別は許されないものであるとの認識の下にこれを解消することが重要な課題であることに
鑑み、部落差別の解消に関し、基本理念を定め、県の責務を明らかにし、及び施策を推進するた
めの基本的な計画の策定等について定めることにより、部落差別の解消を推進し、もって部落差
別のない社会を実現することを目的とする。

（基本理念）
第二条 部落差別の解消に関する施策は、全ての県民が等しく基本的人権を享有するかけがえのな
い個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、部落差別を解消する必要性に対する県
民一人一人の理解を深めるよう努めることにより、全ての人を包摂し、及び人に優しい社会の実
現を基本理念として、行わなければならない。

（県の責務）
第三条 県は、前条の基本理念にのっとり、部落差別の解消に関し、国及び市町村との適切な役割
分担を踏まえて、国及び市町村と連携を図りつつ、部落差別の解消に関する施策を講ずる責務を
有する。

（基本計画）
第四条 知事は、部落差別の解消に関する施策を推進するための基本的な計画（以下「基本計画」
という。）を策定するものとする。

２ 前項に基づく基本計画は、次に掲げる事項について定める。
一 部落差別の解消に関する施策についての基本的な方針
二 部落差別の解消に関し、県が計画的に講ずべき施策

３ 知事は、基本計画を定めようとするときは、あらかじめ、奈良県人権施策協議会の意見を聴か
なければならない。

４ 知事は、基本計画を定めたときは、これを公表しなければならない。
５ 前二項の規定は、基本計画の変更について準用する。
（調査の実施）
第五条 県は、部落差別の解消に関する施策の実施及び前条の基本計画策定のため、必要に応じて、
部落差別の実態に係る調査を行うものとする。

２ 県は、前項の調査を実施するに当たっては、当該調査により新たな差別が生じないよう留意し
なければならない。

（相談体制の充実）
第六条 県は、部落差別に関する相談に的確に応ずるための体制の充実を図るものとする。
（教育及び啓発）
第七条 県は、部落差別を解消するため、必要な教育及び啓発を行うものとする。
（推進体制の充実）
第八条 県は、国及び市町村と連携し、部落差別の解消に関する施策を推進する体制の充実に努め
るものとする。

（委任）
第九条 この条例の施行に関して必要な事項は、知事が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。

奈良県部落差別の解消の推進に関する条例 平成31(2019)年3月22日施行


